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委
員
長　

町
田　

光
浩

 

議
案
審
査
状
況 

　

９
月
定
例
会
で
は
、
平
成
20
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
４
億
６
千
388
万
３
千
円
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

採
決
の
結
果
、
原
案
可
決
し
た
。
審
査
の
中
で
出
さ

れ
た
主
な
質
疑
と
答
弁
は
次
の
と
お
り
。

Q
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金
の
Ｐ
Ｒ
等
は
。

A
各
地
区
の
壱
岐
人
会
等
へ
案
内
文
・
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
配
布
と
地
方
紙
に
掲
載
済
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
中
。

Q
結
婚
推
進
員
に
成
婚
報
酬
を
支
給
す
べ
き
。

A
同
感
で
あ
る
。
現
在
、
結
婚
推
進
員
選
任
は
公
募

で
実
施
し
、
活
動
中
。

Q
サ
ン
ド
ー
ム
壱
岐
の
次
年
度
運
営
方
策
は
。

A
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
公
募
す
る
。

予
算
特
別
委
員
会

予
算
特
別
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

委
員
長　

近
藤　

団
一

 

議
案
審
査
状
況 

　

９
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
案
件
は
認

定
１
件
、
条
例
改
正
２
件
、
補
正
予
算
６

件
、協
議
２
件
の
計
11
件
。
審
査
の
結
果
、

継
続
審
査
の
認
定
１
件
を
除
き
、
全
議
案

可
決
し
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

壱
岐
市
認
可
地
縁
団
体
印
鑑

条
例
の
一
部
改
正

　

係
る
民
法
の
規
定
が
削
ら
れ
た
た
め
、
地

方
自
治
法
で
具
体
的
に
定
め
ら
れ
た
こ
と

に
伴
う
も
の
。
例
え
ば
、
公
民
館
等
の
登
記

の
場
合
、「
○
○
公
民
館
」
と
い
う
印
鑑
登

録
を
す
る
際
、
申
請
時
に
公
民
館
長
個
人

の
印
鑑
登
録
証
明
書
が
必
要
と
な
る
。

壱
岐
市
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

公
益
法
人
制
度
改
革
三
法
の
施
行
に
伴

う
も
の
で
、一
部
規
制
緩
和
が
な
さ
れ
た
。

長
崎
県
離
島
医
療
圏
組
合
の

解
散
に
関
す
る
協
議

　

今
ま
で
長
い
間
、
長
崎
県
・
壱
岐
市
・

対
馬
市
・
五
島
市
・
新
上
五
島
町
で
構
成

さ
れ
て
い
た
長
崎
県
離
島
医
療
圏
組
合
の

解
散
に
伴
う
も
の
で
、
解
散
と
財
産
処
分

に
関
す
る
協
議
。
な
お
、
解
散
に
伴
っ
て

新
た
に
県
と
対
馬
・
五
島
・
島
原
・
南
島

原
・
雲
仙
の
５
市
と
新
上
五
島
町
で
構
成

さ
れ
る
長
崎
県
病
院
企
業
団
が
設
立
さ
れ

る
。
本
市
は
医
療
圏
に
は
加
入
し
て
い
た

も
の
の
、
市
民
病
院
自
体
は
加
入
し
て
お

ら
ず
、
今
回
、
壱
岐
市
は
設
立
団
体
へ
の

加
入
を
見
送
っ
た
。
加
入
し
た
い
場
合
は

手
続
き
を
経
る
こ
と
に
よ
り
可
能
。

特
別
会
計
（
国
民
健
康
保
険
・
老
人

保
健
・
介
護
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
事
業
・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
事

業
・
病
院
事
業
）
補
正
予
算

　

10
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
職
員
給
与
の

５
％
カ
ッ
ト
、
管
理
職
手
当
の
30
％
カ
ッ

ト
に
伴
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど
。

委
員
会
の
意
見

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
、
４

月
の
人
事
異
動
に
よ
り
正
規
職
員
が
３
人

減
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
の
業

務
状
況
を
み
る
と
65
人
の
職
員
の
う
ち
、

正
規
は
25
人
、
嘱
託
７
人
、
臨
時
33
人
と

い
う
こ
の
職
場
と
し
て
は
普

通
に
考
え
ら
れ
な
い
職
員
構

造
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

臨
時
職
員
も
正
規
職
員
と
な

ん
ら
変
わ
り
な
く
責
任
と
任

務
を
任
さ
れ
て
お
り
、
も
う

少
し
任
用
の
面
で
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
正
規
職
員
３
人
の
減
に
よ
り
、
４

月
か
ら
の
夜
間
勤
務
体
制
が
、
そ
れ
ま
で
正

規
２
人
と
嘱
託
・
臨
時
３
人
を
貼
り
付
け
て

い
た
も
の
が
、
正
規
１
人
と
嘱
託
・
臨
時
４

人
と
い
う
、
た
だ
で
さ
え
お
年
寄
り
の
介
助

が
不
安
な
状
況
の
中
に
、
益
々
不
安
を
増
長

す
る
よ
う
な
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　

福
祉
の
一
番
重
要
な
部
分
の
現
場
で
働
く

職
員
の
半
数
以
上
が
、嘱
託
や
臨
時
で
カ
バ
ー

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
故
の
場
合

の
責
任
上
か
ら
も
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

　

す
ぐ
さ
ま
即
是
正
と
は
な
ら
な
い
ま
で

も
、
年
次
を
区
切
っ
て
で
き
る
限
り
早
急

に
改
善
さ
れ
る
よ
う
切
に
希
望
す
る
。

委
員
会
継
続
審
査

　

平
成
19
年
度
病
院
事
業
会
計
決
算
認
定

に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
慎
重
な
審
査
を
必

要
と
す
る
た
め
、
10
月
中
に
審
査
す
る
。

特別養護老人ホームにて
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総
務
文
教
常
任
委
員
会

総
務
文
教
常
任
委
員
会

委
員
長　

中
田　

恭
一

 

議
案
審
査
状
況 

　

９
月
定
例
会
で
は
、
議
案
５
件
、
陳
情
１

件
、要
請
１
件
の
付
託
を
受
け
、審
査
を
行
っ

た
。
採
決
の
結
果
、
全
議
案
可
決
し
、
陳
情
・

要
請
は
と
も
に
採
択
と
な
り
、
関
係
機
関
へ

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

郷
ノ
浦
町
、
勝
本
町
、
芦
辺
町
、
石
田

町
の
廃
置
分
合
に
伴
う
地
域
審
議
会
の

設
置
に
関
す
る
事
項
の
一
部
改
正　

　

地
域
審
議
会
の
担
当
部
署
を
各
庁
舎
か
ら

本
庁
政
策
企
画
課
へ
変
更
す
る
た
め
の
条
例

の
変
更
。

壱
岐
市
附
属
機
関
設
置
条
例
の
一
部
改
正

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、
語
句
の
訂

正
と
例
規
の
整
理
等
を
行
う
も
の
。

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
理

　

地
方
自
治
法

の
改
正
に
伴

う
、
議
会
議
員

の
報
酬
等
の
条

例
の
語
句
を
変

更
す
る
も
の
。

壱
岐
市
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

　

財
政
健
全
化
を
目
的
と
し
、
人
件
費
の
抑

制
を
図
る
た
め
、
平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
、
一
般
職
員
の
給

料
を
減
額
す
る
も
の
で
、
基
本
給
の
５
％
、

管
理
職
手
当
の
30
％
が
減
額
と
な
る
。

壱
岐
市
三
島
航
路
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　

人
件
費
の
補
正
と
障
が
い
者
用
リ
フ
ト
の

修
理
等
の
た
め
の
補
正
。

郵
政
民
営
化
法
の
見
直
し
を
求
め
る
陳
情

　

壱
岐
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
よ
り
提
出
さ

れ
た
も
の
で
、
郵
便
・
貯
金
・
保
険
の
サ
ー

ビ
ス
が
、
将
来
と
も
郵
便
局
で
確
実
に
提
供

さ
れ
、
島
民
の
利
便
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ

う
、
法
的
な
見
直
し
等
を
要
望
す
る
も
の
。

新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制
定
に
関
す
る

意
見
書
の
提
出

　

現
行
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
法
の
期
限
を

平
成
22
年
３
月
末
に
控
え
、
新
た
な
過
疎
対

策
法
の
制
定
に
よ
り
、
引
き
続
き
総
合
的
な

過
疎
対
策
を
充
実
・
強
化
で
き
る
よ
う
、
国

に
対
し
要
望
す
る
も
の
。

委
員
会
所
管
事
務
調
査

　

審
査
終
了
後
、
中
学
校
の
統
廃
合
と
学
校

給
食
、
給
食
セ
ン
タ
ー
の
今
後
の
運
営
に
つ

い
て
調
査
・
協
議
を
行
っ
た
。

産
業
建
設
常
任
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

委
員
長　

赤
木　

英
機

 

議
案
審
査
状
況 

　

９
月
定
例
会
で
は
、
議
案
５
件
、
決
算
認

定
１
件
、
請
願
１
件
、
要
請
１
件
の
付
託
を

受
け
、
審
査
を
行
っ
た
。
採
決
の
結
果
、
全

議
案
可
決
、認
定
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
。

　

請
願
は
採
択
し
、
市
長
へ
請
願
書
の
写
し

を
送
付
し
た
。
要
請
は
採
択
し
、
国
へ
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
。

八
幡
浦
地
区
特
定
漁
港
整
備
工
事

請
負
契
約
の
変
更

　

外
防
波
堤
の
延
長
に
よ
る
契
約
金
額
の
変

更
。損害

賠
償
の
和
解

　

市
道
改
良
事
業
用
地
に
係
る
権
利
者
の
住

所
を
、
本
人
に
承
諾
を
得
ず
に
、
市
職
員
が

代
表
相
続
人
に
教
え
た
こ
と
で
ク
レ
ー
ム
が

発
生
し
、
個
人
情
報
保
護
法
に
か
か
る
、
損

害
賠
償
の
和
解
金
を
支
払
う
も
の
。

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　

人
件
費
の
補
正
と
水
道
管
敷
設
工
事
３
路

線
。中

小
漁
業
関
連
資
金
融
通
円
滑
化
事
業

（
漁
業
・
地
域
維
持
対
策
事
業
）
に
よ
る

漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
の
保
証
責
任

準
備
金
に
関
す
る
請
願

　

燃
油
高
騰
対
策
と
し
て
、
国
の
融
資
制
度
を

活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
証
制
度
の
充
実
の

た
め
、
求
償
権
償
却
費
用
負
担
と
し
て
、
市
が

９
分
の
２
の
負
担
割
合
が
必
要
な
た
め
の
請
願
。

委
員
会
の
意
見

　

損
害
賠
償
の
和
解
に
つ
い
て
は
、
事
業
遂
行

の
た
め
に
止
む
を
得
ず
情
報
を
教
え
た
も
の

と
判
断
す
る
が
、
今
後
は
職
員
の
法
令
遵
守

を
図
る
こ
と
で
、
高
い
倫
理
観
に
基
づ
い
て
公

務
を
執
行
し
、
不
当
要
求
行
為
の
対
応
も
含

め
、
早
急
な
対
策
を
講
じ
る
よ
う
要
望
す
る
。

　

水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
は
、

水
道
使
用
料
の
滞
納
額
が
年
々
増
加
傾
向
に

あ
る
。
徴
収
の
努
力
は
認
め
る
が
、
な
か
な

か
改
善
に
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
滞
納
者
と
は
分
納
誓
約
書
を
取
り
交
わ

し
、
悪
質
な
場
合
は
給
水
停
止
も
含
め
、
今

後
な
お
一
層
の
徴
収
に
努
力
さ
れ
た
い
。

芦辺漁港浄化センター運転安全祈願祭（10月１日）

フェリーみしまの障がい者用昇降リフト


